
第 2号様式 (豪 )一①
(単体発注・事後審査■ )

那覇港青巡組合一般競争入札公告第 8号

地方塵治法 (昭和22年法律第67ゆ 第231:条第 1項の規定により、 ^股競争入札 (以下「入札Jと いう。)
を次のとおり実施する←

令和6年 3月 2躙

1 人本とtこ r「ヽ―,一る1事項

刃卜撃港管理糸阻今管理者 土城

(1) 業 務 名 那朝港現場技術業務萎託 (掟5-1)

(2) 嬌   行   場   'f 那覇港全域
(3) 業 務 内 容 男L覇港:こおける■1事の現場技術業務委誕

(1) 曖 行 期 閥 契約締結日の翌爾から令和5年9月 30口 まで

くる) 設 計 企 額 12,384千 ,1 (税込)

(6) 資 格 審 査 方 法 事後審査型 ※本業務 |ま、競争参熟資格の審査を入札執行後に行う。

(7) 最 低 制 限 価 格

本人札案件は、最低制限価格が設定さ瀬フているため、最低制限価格未満の入札者は

落本と者となることができない。
※「最低相1限価格の算定に関する運用について」
(httpst//naha予れこrt.jP/心しlsiness/colltrac t/)

(8) 適 用 す る 技 術 者 単 価

※本業務の予定価格はオ記に示す設計業務委託等技術者単信
を適用して積算 してお り、人本と参力陣者は同半価を適用 して見

積 りを行い入
=と

すること.

令和5年3月設計業務
奏託等技術者単綸ξ

(9)

そ の 他 適 用 の あ る

法 令 、 制 度 等

(※本案件は、右表のう

ち、● E日 を付した制度等の

適用がある。 )

議会議決

本業務は、議会の議決に
～

卜
すべき凱約及び財産の収得又は処分

に関する条例第 2条の規定に基づき、議会の用意の議汎を要す
るため、落札決定後漱仮契約を締結 tソ

フ、議会の lJl意の講決を経
て通知 したときに本契約れなる。

準備手続き

(予算成立肯1)

本手続き|ま、次年度当初 (補iE)予蝉成立を前提とした年度謝
始 (予草成立)Ёをからの準備手続きであり、予算成立後に効カ
を生じる事業である。従つて、議会において当初 (補正〕予算

案が否決されたf場合 1ま、契約を締結 と́′ない。また、次年夏 14初

(ネ由止)予算成立後においても、田車文出金に係る交付中議等
の手続きの関係 ti、 入札を延理する場合がある。

準備手続き

(交付決定舶)

木手続きt章、国庫支出金に係る予算使用を前提とした事由準鶴

手続きであり、交付決定後に効力をとにtう る事業である。従つ

て、交付申詰等の手統きの関係 li、 入札を延期する場合があ

る。

準備手続き

(繰越承認講)

本手続きは、議会における繰越承課を前提とした事前準備手続

きであり、議会承認後に赫力を生じる事業である。従つて、議

会において本業務に係る予算の繰越求認が不羨され′た場合は、

入札を廷期又な中 |にすることがある。また、予算の繰越承認後

とこおいても、璃度文 t4金に係る熱越 (翌横)手続きの欝係上、
入札を廷井:する場合が及)る。

債務負担オチ為業務
本業務 :ま、償務負担行為に係心契約の特則の迪用を受ける業務
である。
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2 入札参加資オ各
次に定める要件をすべて満たと/ている有資格業者であることり

業
務
実

績

(1) 業 穂 区 分 土木関係コンサルタント

引
`薪

港管券電組合の法1豊・建設コンす矛タン ト等業登録業
者名癒 |こおいて、差記

/ノ )凄録を有するものc

(2)

側重・建設ユンすルダント
等入札参加資格名簿華録年
産

令和4・ 5年度

(3) 登 録 業 種
港湾及び空港   及び
加工計画施工設備及び積算

.(41 地方自治法施行令葬167条のとの規定に該当しない者であること。

(`) 人本Lヨ から当該委誰の藩本と決定口までの間において、郎鶏港管理組合の信学_停止措世を受 tlていないことぅ

(0)
会社更生法 |こ基づき更生手続きノギl始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続き開始のキ立
てがなさをRテている苛 (手続き開始の決定後、人札参熟資格の再認定を受 11ている者を除くっ)ではないことも

(7)
警募当局から、器力団員が実質釣に経営を支雌する建設業者又はこれに準ずるものととノて、那覇港管理親合発
注工事等からの排除要諦があり、当該状証が継続 している者でないことし

(8)

入札ここ参加 しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該業する関係がないこと

なお、以 ドの F天1係がある場合に、辞逃する者を決めるた夏)に当事者間で連籍を取ることは、那覇港管理組合競争
契綸入本ヒ心持第 3条第 2項の規定 tと抵触するもので球ない。

ア 資本開孫
次のいず孝とかに該当する=者

の場合ぃ
(a)子会社等 (会社法 (平成 17年法律第86尋→第 2条第 3号つ 2筵規定する子会社等をいう。以 ド同じG)
と親会社等 (同条第 4号の▼に規定する親会社等をいう。以下潤じc)の関係 |こある場合
(b)机会社等を同じくする子会社等同十の関係にある場合

イ 人釣関係
次のいずれか |こ該当する工者の場合。ただし、 (a)については、会社等 (会社法加行規貝じ(平成 13年法務
省令第12号 )第 2条第 3項毎 2号 :こ規定する会社等をいうっ以 下岡じ。)の 1方が民事再生法 (平成 H年
法律第225号)第 2条第 4号 :こ規定する再生手続が存続中の会社等又は更生会社 (会社更生法 (平成 14年
法律第 154号^)第 2条第 7項に規定する更生会社をいうG)である場合を除く。

(a)一方の会社等の投員 (会社法施行規貝Jtt E条第 31頁嘉 3号に規定する投員のうち、次に掲 tずる者を
いうも以 ド同じゥ)が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合
1)株式会社の取締役。ただ t/、 次に掲げる者を除くc
O会社濃第2条毎11;の2に規定する監査等姿_員会設障会社における監査等姿員である駁締投
②会社法第 2条第≧2号に規定する持名委員会等設置会社における取締役

③会社法第 2条第15零卜に規定する社外取締役

④会社法第348条第 1項とこ規定十る定款に労|1段の定めがある場合とこより業務を執行 t´′ないことと

さ孝lⅢている取締役

2)会社法第402条に規定する精ネ委員会等設置会社の夢暗〒役
3)会社浪第575条第 1項に規どする持分会社 (合名会社、合資会社又:ま合閲会社をいうり)の社員
(囲法第590条第 1項に規定する定款に月十1段の慮めがある場合により業務を執行し′ないこととされ
ている社員を除く。)

4)組合の選事
5)その他業務を執在,する者であつて、 1)か ら4)までに抱げる著に準ずる者
(b)一方の会社等の役員が、他方の会社等の民事再生法第64条第2項又は会社更生法葬6子条壽 1項の規定に
より選任されィた管野入 (以 下■tこ笹'財人という。)を現に栄ねている場合

(じ)1方の会社等の管財入が、他方の会社等の管財人を現tこ栄オ&ている場合

ウ その他の入́本との適正さぬミ阻害さオR′ると認めら身1する場合
組合 (共同企業体を含と,a)と そlア )構成長が同一の入札とこ参加 している場合その他 L記ア又はイと,l視
t/う る資本関係又は人的関係があると認められる場合G

(9) 地 域 要 件
ガL覇 荘f、 浦添再f、 糸満百f、 豊見城対f、 前城‖f、 出隠原町、人重瀬町、子再h原喝

‐
、鎖:野湾

市、西原 llT内 に本店があることc

対  象  期  間
自 平成包4年4月 上田 芹記の翔]問内に下記の対象業務を請負い、完成・引渡しが

完「 と夕た業務案繊を有すること下  令和5年 3月 k5日

対 象 同 穂 業 務 十木 ^式I事の現場技術業務

(衰 0)
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(11)

肥
置
予
定
技
術
者

備 考

次の (ア ) を颯雌するこ
(ア )下記に揚げるいずれかの資格を有することc
①技術士 (総合技術監理都碑 :建設部,日科日)又 |ま (奪設都lll)
③一級土木施上管遅批士
③RCCM又はRCCMと 買等の能力を有する苛 (使行十判

`Pほ

と同様の建設謝
`F尋

に験る)
③発注者が上記①～③と同等であると認めた者

(イ )(10):こ揚げる業務実績を1件以上有していること

次の (ア )(イ )を満たす担当技術者を翼世するここfっ
(ア )下記に揚げるいずれかの資格を有すること.
ё技術十 (総合技術性理部門 :建設刊IP写科口)又は (建設部門)
②一級圭本施工管理技圭
③RC朝叉tまRCCMと 同等の能力を冶す`る帝 (技術士部「Чと同様の藍設部,嗅こ限る)
④発注者が ritte～③と同等であると認めた者

(イ )(10)に揚げる業務案絞を1洋以上右と′ていること

(18) 取 抜 け 案 件
以下の業務を落札 した音 t=、 本業務の落本と者となることはできない

「。該当無し

3 設計図書等のlttd布、質問及び凶答

4 資格確認申詩書等の提出

設 計 図 書 等 の 配 布

期 間 塾 令イロ5年 3月 2日 (ホ ) 蚕 令和5年 3月 15日  (水 )

配 布 方 法 那覇港管理組合ホームページにて配雑fする。 (htips1//陣 hapori,jpア )

配 布 場 所 ・

聞 い 合 せ 先

労ヽ窃 lT通常賢,E群 と呼̂ 3錯
那覇港管理組ん 総務部 総務課 財務班
電話 0,386息-2578

質 問 ・ 回 答 報 間 等

(1)ノ、オと`契約千
統そこ輿すること

部覇市通堂 H句 2番 1号  3階
ガト薪迭管〕ll組合 総務引

` 
総務課 財務班

展三言委  098-868-全 578      1rAX  098-868-2629

(2)上 記 (1)以 外
に 関 十 る こ と

郎薪市通(厨 J‐ 2,番 1号  2階
郵覇港管理組合 企画建設郡 計山「建設誤
竜講  098-3f・ 8-0336

提 出 期 間
白 令和5年 3月 を用 (本) ～  至 令オB5年3月 10日 (令 )
上記範間の■日及び祝日を除く毎冒、 9時から17時までっ

提 出 場 所 1耳氾(上ユにIHじ .

提 出 方 法 竜送 (mx又 はメール (nag ue%at。 202201lallaport jp))X黛 持参

同 答 方 法
那票港管理系H合ホームベージ (httpsI〃nahaport,jp/)及び l主記 (1)に
おいて、以 下の期間、閲覧に併する。

回 答 期 間
H答 脚から  令和5年 3月 16癬 (本) まで
上記薪関の上口及び机 日を除く毎日、 9時かう17蜂まで.

資 格 確 認 申 請 書

本競争の参力H希望者は、次の書類を期跛内に提出することさ
なお、鶏眼までに提出がない場合、本競争t参方Eすることができない.

提  出 書  類 ①
‐般競争入札参毒「資格確認中諦書 (第 3培‐様式)
②返信用対綺 (入札結果通知ヂl](84璃切手購付))

提 出 期 間
白 令和5年 3月 2F (本 ) 至 令下H5年3月 15日 (本 )
と記理間の上用及び祝 用を除く毎日、 9時から16日孝までc

提 出 場 所

郭義市通常町 2番 1岩‐ 3陪
那軍港管理糸鳳合 総務部 総務課 財務班
電話 098-8632573

提 出 方 法 持参叉 :ま翼i送 (一般普留もしくil‐ヤ商易書留)

提  出 都  数 1曹轟
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人  札  鞘  日  等

人  本L :方  法

本業務は、紙人札により実施する。
入札書等は、れ)らかじめ指定する日に配進されるように (「配辻 日精
定郵便ど)、 「・般壽H」 又は「油易書留どのいず漁′かの方法により郎
送することc持参や普通郵1更等で提出された場合、無動とする。

提 出 書 類
③入札書

③業務費内訳書
配 連 指 定 日

(入 札 日 ) 令和5年 3月 16日  (木 )

宛 先

〒900-0035  那覇市通堂‖]^2番 1号

那覇港香夢́壁組合 総務部 総務課 財務班
電話番号 09経86緋2578

入 札 書 に 言己載
す る 金 額

落札決定にあたつては、人札書とこ記載された金額に当該金額の100分の
10に相当する額を加算した金筆 (当該金額にと刊未満の端数が鹿)る とき
は、その端数企額を切り捨てた金額)を もつて暮札価格 とするので、人
本と者ユオ、消費税及び地方消費札に係る課税事業者であるか免粒事業者で
あるかと問わず、見穣もつた契織冷望金顎の110分の 1001こ相当する金顎
を入札普に記載すること.

ア、

注

本し t 関 す る

事  項息

ア 入札書のくじの数宇 (任意の数宇 3桁)は、関額くじ抽選が発生し
た場合に使用するため、必ず記.入すること。
イ 西ユ逹指定日以外の層tこ雇いた入本と書及び業務内訳書は、受遵 tィな
と じヽ

ウ 入本し普の日付は、開
=と

博を記入すること.

業 務 費 内 訳 書
の   提   出

‐/~第 1画 目の人札に際と/、 人札書 tこ記載さ浄′る人本と金額に対応 した業務
費内訳書 (様 jミ 白曲)を提出することc
イ 業務費内訳幕には、作成年月日(裏 日、員数、単値及び金額を明ら
かにし、商号叉はノγl称並びに住Ffを記載すること.
ウ 業務費内訳書にtま、代表帝剰Jを神臼〕すること。
工 管逆者 (これらの者の構助者を含む。)は、提出された業務費内訳
書について説ヲ]を求めることがある。

入 札 の 無 勤
本公告に示 tィた競争参労「資格のない章のと/た人札、資格確認中諦書等にヒ機の記載をとンえ
者の t_rた入札及び′入本とに関する条件に違反 tソ

フた入本とは、無勤とするc

入 札 の 辞 退 等

資格確認申請書の提出後、都合により入札を辞退する場合は、開札 ‖時までに入札辞退届
を提と|'Ⅲることc
また、溶札決定までの間t二他の業務を落札 t_´たことを二より配置予定技術者を本業務に健置
することfができなくなったときは、直らに報告することf。 当該報告がなく、本人札の手続き
が落
=と

決定までとった場合、帝ネ停 止措置努韻に基づく指名停 上を行 多ことが及)る .

の 他

7落 札償補者がいない場合は開本と後直ちに再度入札を行 うので、再度入本とにも参方Hす る
場合は、報札寺点から立ち会 うことG勧度の魏札時に立ち会わない参加者とす等度入
札を鮮送したものこfみなし、再度入札への参力解を認めないど
イ 代選人が入札する場合は、入札を行 う殊に委任承及び自己分幕鑑を持参すること.
夕 委任状には、業務名を記入すること。
エ キ愛入本と参

'Jll者

又は再度入札参加者の代丁吐入は、当該入́札とこ対する他の再度′入札参
加者の代理をすることこはできない。
オ 再魔入札 tま、 1回のみとする。

5 入札手続き等

開   札   口  時I 令下H5年3月 R7日  (金) :I:OO ※人札帯の日付

那覇港管理組合 2階大会議室
＼入́札著 1ま、開札に立ち会うことができる (再人札 ,こ参力Hす る場合は、開本と時点から
立ち会 うこと)。

調   札   場 所
|

6 謝札
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7 資格確認資料の提出と競争参加資格の審査

落 札 侯 1竜 者 の 選 定
及 び 事 後 審 査 の 実 施

閉札後、落札者の決定を保留し、予定価格の範囲内で有勤な最低の価格をもつて入札を

行つた者 (以 ド「落札候補者」とfい う。)ん らヽ順に競争参力輝査櫓の審査を行うど落札侯構者

は、期限までに資格確認申請書等を提出し/ない場合、競争参カロ資格がないものをする。
なお、藩札俵輔常は上位から頌に 3者 (上位の帝と園額の者が複数いる場合はこの眼りで
はない。)を決定し.′資格確認資料を求めるが、適格舌が確認できた時点で、次順位以降の者
の競争参力H資格の審4は行わないものとする。

通   知   日 今和5年 3月 17日 (金)17:OO 宝で (予定)1こ対象業奪あてi並知するゥ

提 出 期 限 今和5年 3月 22田  (水)15100 まで

提 出 書 類

④吼博と予定技術者の合格等 (様式 1)

②業務実績 (様式2)

⑥ 資粋確認申読書 (第 3ぢ様式)の資棉確認の各項露に記載tンえ必要書類

提  出 都 数 1部

提 出 方 法 原則、持参

提   出   先
千900-9035  ぷ等離fttkHl・ 2'番 1号

那覇港管ナ里組合 総務部 総務課 財務班
'電話器 号・ 098-863-2573

競 争 参 カロ資 格 の 確 翼

競争参力癬密格の確認は、開札後、申諦幕等の提出表眼の日を 1)つ て↑Fう ものとし、その結

果は以下の日までに書面により通如する。

今和5年3月 空▼日 (月 )(設定)

なお、藩札侯補章
`こ

ついて競争参難安格が確認され,速格帝であることが確認できた場合

,ま、落札者決定通知をく)つ て資格確認常果の通舞 tと代たるものとする。

落 札 者 の 決 定 方 法
事後審4の結果、落礼候補希が競争参射資格を満たしていると確認した場合は、当該落札
候補者を必札者とする。また、その結果tま、全入

=と

参力屋者に通匁]する。

競争参加資格がないと認め

られた者がその理 r情 に対 し

て 本 触 が あ る 場 合

競争参方に安格がないと認めら漁,た新は、管理帝 :こ対 とノて競争参力H資オ各がなヤヽと認めら浄′た

叫眸tiこついて説明を求めることができるc

管理者は説明を求めら孝1メたときは、苦1青を申し立て期限の翌 日かとこ走
再生算して 5日 以内 (体

日を除く)に説明を求めた者に対し、書面により回答する,

提 出 期 限
裁争参方H資格確認結果の通無を4,つ た日の翌日から起算【ンて5日 以内

(休 日を除く)と ―する。

提   出  先 邦朝港笹1年l14h合 総務謝; 総務謀 財務班

提  出 方  法 書面 (様式豊由)を持参する
ことc郵送又は電送 (メ ールや「 AX)'こ よ

るものユよ受とす各i→すないc

本 人  札  に 係
資 ホ斗 の  1文  扱

る

洋ヽ

ア 資格確謡申議書等の作成及び提出tこ係る費用は、提出者の負担とする。

イ 契約搬当者は、提出された資格確認申請普等について、競争参加資務の確認以外に

裾出常に無断で使用とンない。

ウ 提†lさ れ,た資蓄確認申請書等難、返郵 t_フないc
工 提出期段内に眼り、合格確認中講書等の修正、差 し替え、迫力日、再提出を認めるど
‐
す提出期限を過ぎた場合、資格確誌申請書等は受 tナ付けない。
力 資格確認申箭幕等の受郵後、書類

′ヽl容を審古とント書類の記載鶏漁′や添付漏漁′等が

あつた場合は競争参加資格無 とマ′となり、落札者となることはできない。

キ 査格確認中請書等に進偽の記裁をした場合、指名停止苦世要額に基づく指名停止

をマ〒うこと力`ある。
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8 人札保証金及び契約保証金

.入 札 保 証 金

入札保証金の金額等 !攻、現金又は管理者が確実と認める有価証券等をもつて見積る契約金

額の100分の5以上を納付するものとする。ただし、次のいずれかに該当する場合は、人札保
証金の納付を免除する。
7 保険会社との間に組合を被保険者とする人札保証保険契約を締結 したとき。
イ 囲 (独立行政法人含むc)又 は地方公共団体とその種類及び規模をはぼ同じくする契
約を締結した実窓tを冶し、こをlⅢ らのうち過去 2的年の間に履行効眼の到来した二以上の
契約を全て誠実に残行した者.
なお、次の新は入札に関する条件に違反 した ぅヽのととノて、その入札を無勃とする。
(1)期限までに入なと保証金の納付、若 モデく!ま革肉付に代わる と記ア、イのいずれかここ係る

書類の提出のない者

(2)入
=と

保証全の金額等が [1記の条件に満たない場合
(3)入本と保証金等の納付等に係心幕類に不備があつた場合
また、一度晃十1された入札保証金の納付等の変更はできないものとする。

※ 入
=と

保証金を免除した落札者が契約を紺ばない場合、損害購償金として、入札金額に

消費税及び地方消費税を加えた額の100分の心を那覇港管熙組合に納付セッなり漁′ばならな

/イ により入札保証金の免除を受ける場今は、様式「地方公共団体等契約状渉と確認」を
提出すること。

提 出 報 際 令和5年 3月 15日 (水)16100 まで

擁 出 先

〒90(10035  那覇市通堂 lll‐ 立番 1号

洲
`覇

港管理組合 総務部 総務諜 財務班
電話番号 098-868-2578

札 保 証 金入

( 現 金 納 付 )
提 出 方 法

ア 「人本ヒ保証金納付書発行依頼書』を持参すること
崇要事説連絡
イ 粗合が発行する納入 i過知書塩より金融機剥で保証全を

納付 し、領収書 (写)を 生l_期限までに提出するこ
とG

入札保証保険証券・入
キと保証書・地方公共日
体等契約状況確認資剌

提 出 方 法
持参又は郵送 (隠建が確認できる方法にて送イ封

‐
するこ

と,

保 険 期 間
保 証 期 間

隣本と四か心2ん 月ヽ とする.

有 f弱 証 券 等
受入謝時 ,受入方法等の調整があるので、事前にと記f二当課まで連絡
すること.

契 約 保 証 金 免除 靭 覇港管理糸騒合契約規則第 4条第 1項第 9号による)

6/7



の

落札炎定後、テクリネ等により配置予定技術者の実績に関する逢反の事実等が確認された

場合、契約を結ばないことがある。
なお、病気・死亡 ,還職等の場合でやむを得ないとして承認された場合の外才ま、資構確認

申講壽等の養替えは認められない゛
病気等の特別なナ≧曇_由によりやむを得ず配置予定技術者を変更する場合は、2に掲げる基準

を満たし、かつ当初の醒熾予定技術者と同等以上rプ)をを配報しなければならない。

契漁金額の30%以内

適用あり
※那覇港管理組合契約規熙第41条の規定凹数の範囲内

7日 以内に締結する。ただし、管報斎が特に指本
したときはこのil長 りで,まない。
本業務に係る

の予定価格の算定.は

鶴連業務の設計額に

場合及 るとび本業務 関連する本
本業球を 餡意契約すと 場合る 変更協議_叉 関連する業務本業務受注者
飛 たじ棋 たを tま変真業務価格(Fデ)諦負比率 ネガ契約当 額 当初設計符買)

で行 う。

人札参力鶴若は、郎講港管チ.翠_組

読し、これを選守すること。
合競争入4と心得、土木設計業務等委誰契約書及びイit様書を熱
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